
平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 （ 郵 便 を 出 す 日 ）  

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 地 ○ 号  

〇 山 〇 彦 殿  

 

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号  

□ □ □ 産 業 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  □ 田  □ 郎  

 

               通  知  書  

冠 省  当 社 は 、本 通 知 書 を も っ て 平 成 ○ ○ 年

○ ○ 月 ○ ○ 日 付 け で 貴 殿 を 解 雇 す る 事 を 通

告 い た し ま す 。 理 由 は 、 貴 殿 の 以 下 の 行 為 が

当 社 就 業 規 則 第 〇 〇 条 違 反 に あ た り 、同 規 則

〇 〇 条 に お け る 解 雇 の 要 件 に 該 当 す る か ら

で す 。 な お 、 解 雇 予 告 手 当 て に つ き ま し て は

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 付 け で 貴 殿 の 給 与

振 込 先 口 座 に ご 入 金 の 予 定 と な っ て お り ま

す の で ご 承 知 お き く だ さ い 。  

草 々  

記  

・ 貴 殿 は 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 に （ 就 業 規

則 違 反 の 具 体 的 内 容 ） を い た し ま し た が 、 こ

れ は 当 社 就 業 規 則 第 〇 〇 条 に 反 す る 行 為 で

す の で 同 規 則 〇 〇 条 に よ り 解 雇 い た し ま す 。 

以 上  

 


